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に当たっては,従業員の代表及ぴ適当な場合には関係の政府当局に対し.
かかる変更に関する合理的な予告を行いlまた最大限実行可能な限度に
おいてl悪影響を緩和するため従業員の代表及ぴ所管の政府当局と協力
するo各事例の特殊な状況を考慮して1経営者側が最終的な決定を下す

前にそのような予告を行うことが望.まれるo,そのような決定の効果を緩
和する上で意轟のある協力を提供するためにlその他の手段も採用する
ことができるo

7.雇用条件に関して従業昌の代表との誠実な交渉を行うに当たり.又は従
業昌が団結権を行使している間は,交渉に不当な影響を与え又は団結権
の行使を妨げるためにl事業活動の単位の全郡又は-部を当該国から移
転するとの威嚇は行わずlまた1他国内にある企業の構成体からの従業
昌移転は行わない.

8.従業昌の正当な代表者が,交渉中の事項につき決定する権限を有する経
営者側の代表と団体交渉又は労便関係の問題についての交渉を行い,労
便相互の関心事項について協議することを可能にする.

-8-


